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センター代表 杉浦 康晴     

謹賀新年 

 新年明けましておめでとうございます。新

春を迎え、皆様におかれましては健やかに新

年を迎えられたことと、心よりお喜び申し上

げます。 

 昨年末は社会保障・税番号制度いわゆるマ

イナンバーと消費税の軽減税率問題が世の中

を賑わせていました。 

マイナンバーについては、昨年１０月から

始まり、個人番号の通知カードが届き始めま

したが、その使い方に関してはまだまだ国民

全員には浸透しておらず、また官公庁でも運

用方法が徹底しておらず、見切り発車で混乱

している状況です。ただ事業者においてはマ

イナンバーを取り扱う場合、マイナンバーが

特定個人情報にあたり、厳格な取り扱いをし

なければならず、法令違反にならないよう注

意し適切な対応が必要となります。 

消費税の軽減税率問題については、昨年自

民、公明両党が軽減税率制度導入の合意を

し、昨年１２月に発表された平成２８年度税

制改正大綱の中で大枠の内容が決まりまし

た。しかしながら、まだまだ問題は多く、軽

減税率の対象品目の範囲や事業者の消費税納

税額の計算方法については今後も混乱が続き

そうです。 

大綱の中で政府は、なんとか少子高齢化に

歯止めをかけ、労働供給の減少を食い止め、

経済成長を成し遂げようとしています。税制

においても企業が収益力を高め、国内投資や

賃金引上げに取り組めるよう法人税率の引き

下げを行い、実効税率を３０％台から２０％

台へと引き下げる予定です。消費税の軽減税

率とともにその財源確保は不十分で先送りに

されることになりそうです。 

消費税問題など、個人の税負担が増える感

があり、国民の税に対する関心が高まってい

ます。そのような中ふるさと納税をする人が

増えてきました。お礼の品が充実してきたこ

ともありますが、ふるさと納税を財源として

地域事業の活性化に一翼を担っています。さ

らに国は企業へのふるさと納税の普及を進

め、地域創生のための効果的な事業の推進を

図っています。 

 また最近では、相続税に関する相談が増え

てきました。昨年から、相続税の基礎控除縮

小や相続税率の見直しで、相続税の申告が必

要かどうか不安に思う人が多くなったためで

す。企業経営者にとっても、事業承継を行う

上で相続税の負担が心配となるところです。

将来の予測を立て、相続税対策など計画的に

準備をしておくことが必要です。 

税は企業経営においてだけでなく、広く身

近なところに存在しています。是非当セン

ターにご相談いただければと思います。 

皆様には今年一年が素晴らしい年になりま

すようお祈り申し上げます。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 
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特定社会保険労務士 杉浦 玲子 

 新年明けましておめでとうございます。本

年も宜しくお願い申し上げます。 

 昨年はマイナンバー対策に明け暮れた一

年でなかったかなと思います。国の方針も

二転三転してこれに振り回されました。例

えば当初は本人交付用の源泉徴収票にマイ

ナンバーの記載が必要でしたが１０月に

入ったら記載不要になりました。また最近

では扶養控除等申告書への個人番号の記載

の省略が可能となりました。これらの変更

は実際にマイナンバー事務を取り扱う事業

者の利便を考えてのものですが、マイナン

バーを種々の書類に使うこととなる本年か

らも細かな改正は出てくることが考えられ

ます。これからの改正には注視していきた

いと思っております。 

 さて平成２８年の税制改正では実効税率が

現在の３２．１１％から２９．９７％へ引下

げることが検討されています。この引下げの

財源は事業税の外形標準課税の拡充で賄うよ

うです。この外形標準課税は現行では資本金

１億円以下の中小企業は対象外になっており

ますが今回の改正でもこの基準は維持されそ

うですので資本金１億円以下の企業では影響

はありませんが平成２９年４月より１０％に

引上げが予定されている消費税に対する準備

も必要になってきますのでお忘れないようお

願い致します。  

税理士 古田 益三 

 あけましておめでとうございます。 

戦後７１回目のお正月を迎えました。当時

越後の空も快晴で、清々しさと、平和の尊さ

を満喫した思い出があります。 

 二年後に帰郷し、小、中、高は、情熱あふ

れる若い先生から民主主義の教育を受け、眩

しいまでのアメリカ映画の影響は自然とわが

身に受け入れられていました。女性の職場進

出の気運も高まりました。アメリカ文化は、

器用に日本文化に同化されてきました。 

 昨年夏、世界の政・経・文化の中心アメリ

カ東海岸を訪れました。文化は憧れと親しみ

をもって世界中に浸透していったことが実感

できました。現在も、世界の隅々までグロー

バル化が行きわたっております。 

 アメリカは移民を受け入れ人種のるつぼと

言われています。あらゆる分野に優秀な人材

を呑み込んで、発展し続けるエネルギーを秘

めております。 

 一方、格差社会を生み綻びが露呈してきま

した。世界は小競り合いの戦いが頻発してお

り、難民の受入れ拒否を先進国は宣言してお

ります。フィギュアスケートの羽生選手が、

人を守る役割を担う陰陽師を演じました。近

年では、心を患らう人も増えています。今こ

そ日本の「お互い様」の「和」の心が評価さ

れるでしょう。それを、長生きをして確かめ

たいと思っております。 

 本年もどうぞよろしくお願いします。  
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 新年明けましておめでとうございます。 

 昨年は、マンションの杭打ちデータの偽装

問題が発覚しました。建物を支える杭が支持

地盤に達していないにもかかわらず、達して

いるように偽装をしていたようです。そのた

め、建物の傾きという実害も発生していま

す。その建物に居住していらっしゃる方々は

どのような気持ちで新年を迎えられたのか、

その不安は察するに余りあります。東芝の不

適切会計の問題もありました。１５００億円

以上もの利益のかさ上げがあったようです。

これまでの決算を信頼して株式を取得した人

には大損害となったことでしょう。さらに、

血液製剤の不正製造の問題もありました。 

国が承認していない方法で血液製剤を製造

し、国の査察では、国が承認した方法で作っ

ているように書類を偽造したり、過去に作製

したように見せかけるために書類に紫外線を

あてたりしていたとのことです。 

 このように、倫理観の欠如した事案が多発

する状況を目にするとき、果たしてマイナン

バーは大丈夫なのか気になります。マイナン

バーが漏洩しないように安全管理措置を講じ

ていないのに講じたと偽装する、マイナン

バーを第三者に提供してはならないのにお金

と引き換えに提供する、などのことが起こり

そうです。マイナンバー取扱い担当者の高い

倫理観に期待するしかありません。 

 本年もよろしくお願い申し上げます。 

弁護士 長谷川 留美子 

新年明けましておめでとうございます。 

一昨年、２０２５年問題に対処し社会保障

制度を維持するために、地域における医療と

介護の総合的な提供体制の確保をめざす「医

療介護総合確保推進法」が成立し、それに沿

う形で、地域包括ケアの推進や地域医療構想

の策定が現在進められています。この一連の

改革の目指すところは、地域全体で医療・介

護サービスを完結させる効率的な仕組みづく

りであり、住民には意識改革を、経営者には

戦略の変更を迫るものです。具体的には従来

サービスを受ける立場であった住民は、サー

ビス提供においても積極的な参加を求めら

れ、経営者にとっては有効な事業モデルが

“自院完結型のサービス提供モデル”から

“他事業体との連携による地域完結型のサー

ビス提供モデルへの参画”へと変わり得ると

いうことです。よって経営者のここ数年の判

断と行動は、１０年先の自らの事業の行く末

を左右するとみる識者も少なくありません。 

この変化への対応には、自院の機能の明確

化とその強化をはかることが必要であり、ま

た安定的な経営環境に必要とされた、自らの

弱みを改善する経営ばかりでなく、変革期に

おいて有効とされる自らの強みをさらに伸ば

す経営といったスタイルの変更が必要とされ

ているのかもしれません。当社も研鑚に努

め、皆様のお役に立てるよう一層の努力をい

たします。本年も宜しくお願い申し上げま

す。 

株式会社 葵経営コンサルタンツ 中島 和人 
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新年あけましておめでとうございます。 

 皆様の事業所ではマイナンバーの取扱事務

は始まりましたでしょうか？ 

 昨年の年内に届かなかった地域も結構ある

ようですが、年内に収集しようとした事業所

さんや、提出を求められた職員さんも戸惑っ

たことでしょう。 

 特定個人情報の取扱に関する安全管理措置

のうち、マイナンバーのガイドラインにある

「技術的安全管理措置」の、①アクセス制御 

②アクセス者の識別と認証 ③外部からの不

正アクセスなどの防止 ④情報漏洩等の防止

が、パソコンを使って管理する場合に対応が

必要になる項目です。①アクセス制御は、誰

がどのデータを読み書きして良いかを設定す

る機能、②アクセス者の識別と認証は、当該

のデータを読み書きしようとした者が正当な

権利を持っているかを確認する機能、③外部

からの不正アクセスの防止は、ネットを通じ

てなど外部からの侵入から保護する仕組み、

④情報漏洩等の防止は、内部から漏洩しない

ように、できないようにする仕組みのことで

す。 

 すべてに共通するのは、誰が、いつ、どの

データにアクセスしたか、そのデータをどう

したか（読み書き・削除・コピー・メールへ

添付など）を記録する仕組みです。 

まずは、アクセス記録を残す仕組みの導入か

ら始めてください。 

 本年もよろしくお願い致します。 

株式会社 コスモシステム 佐藤 修  

 

 

 

 

 

 

≪表紙の写真募集≫ 

 
 葵総合経営センターでは表紙に掲載

する作品を募集しています。 

   

  撮影された写真はもとより、陶芸や

生け花、絵画など、さまざまな作品を

募集しております。（こちらから撮影

に伺うことも可能です。） 

  

 自薦他薦は問いません。どしどしご

応募ください。お気軽に担当者、又は

下記までご連絡ください。お待ちして

おります。   

 
葵総合経営センター  

ＴＥＬ☎：０５２－３３１－１７４０ 
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 新年あけましておめでとうございます。 

 皆様におかれましては、希望の新年を迎えられまして心よりお慶び申し上げます。 

 

 昨年は、国内景気は低調な動きで御座いましたが、その中でも、中京地区は堅調な推移を見

せて参りました。 

 

 当地域は、自動車産業を始め、宇宙・航空産業の集積地であり、これらに関わる企業が多

く、他地区から見ても経済が安定し、かつ伸長しており羨ましい地域であり、日本経済のけん

引役の地域であるとも言われております。 

 従いまして、康友会会員皆様方の社業に良い影響がもたらされることを期待したいと願って

おります。昨年は、政治安定化が図れ、株価は上昇機運にあり、各種経済指標が良好なる発表

がされ、今年こそは期待を寄せた年であったと思います。 

 

 失われた２０年を取り戻すための「新たな年」の地固めの年度にしなければと思いがいたし

ましたが、国内においては、社会不安を助長させるような事件、自然災害、政治的な不安定要

素等の事案が数多く起こりました。 

 

 一方、世界の経済は、中国経済に振り回され、年後半には、世界各地でテロが頻繁に発生し

世界経済に深刻な影響が出ているのが現状であります。 

 このような観点から観れば国内景気は良いとは言えず、低調な指標を示しており、次なる対

策、刺激策が必要な状況下にあります。 

 とりわけ、この地区の景気が良いだけに、これら経済状況を注視しながら、会社運営を行う

必要があろうかと思います。 

 

 このように、大変難しい状況下ではありますが、私たち康友会は、これらの難題に立ち向か

い、乗り切るため、皆様方からの情報を活用し、また、共有する共に、葵総合経営センター様

のご指導を頂き、色々な事業経営の参考になり得る情報を発信し、会員企業の更なる発展に役

立つよう努力する所存でございます。 

 

 本年も皆様にとって飛躍の年でありますよう心から祈念し、新年のご挨拶を申し上げます。 

 康友会会長 東菱電子株式会社 代表取締役 篭橋 美久 

康友会 
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センター会長 杉浦 正康 

テロにめげずプラス発想で 

明けましておめでとうございます。本年も

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

昨年は思いもよらずＩＳ（自称イスラム国）

のテロが横行しフランスはもとより世界中が

振り回されましたが、今年は何とかこれを抑

え込んで平穏な世の中を取り戻したいもので

す。とは言え実際には日本でも今年は三重県

の伊勢志摩でサミットが開催されますのでそ

れを狙ったテロが発生する可能性がありま

す。そのため中部空港や会場への経路を抱え

る我が愛知県としてはその対策を万全に遂行

するために否が応でもテロ問題に振り回され

ることを覚悟しなければなりません。 

今年はどうやらテロ対策が世界中の人々に

とって最重要課題になりそうな気配です。ア

メリカを中心にロシアを含めて西欧諸国が空

爆を主たる方法としてＩＳを殲滅しようとし

ていますがこれについてほとんどの識者がそ

れでＩＳを殲滅させることは出来ないだろう

と言っています。問題はＩＳに共感を示す若

者を作り出す様々な生活環境の大きな格差問

題が存在するからであって、これにメスを入

れ改善を図る画期的な対策を打たなければ絶

対にＩＳを殲滅することなど出来ないので

す。かつて日本が空爆や原爆の落下で降参し

たようなことを期待しているとしたらとんで

もない間違いを犯します。そんな単純なこと

ではないのですが、政治家特に日本の政治家

にはその認識が根本的に欠落しているために

甘く構えており、有効かつ効果的な対策を

とっているとはとても考えられません。 

そのため今年も残念ながらテロ対策に昨年

以上に振り回されるだけで抜本的な解決を図

れる見通しがたてられそうもありません。 

２０世紀は戦争や冷戦に明けくれましたが

２１世紀に入れば戦争もなく明るい展望の開

けた輝ける世紀になるだろうと大半の人々が

期待していたのですが、２０世紀に入ると同

時に世界は多極化し、局地的な戦争や紛争が

続発してきました。２１世紀にはいってから

次から次へと新しい困難な事件や事象が現わ

れ、各国指導者のかじ取りが非常に難しく

なってきたように思います。 

しかし逆の発想に立てば、だからこそ一人

ひとりの人間が世の中に役立つことのできる

ことがやれるチャンスが無限に多くなってき

たのですから、ある意味で誠に楽しい世の中

になったと言えるわけです。次に何が起こる

か楽しくて仕方がない時代に入ったとも言え

るのです。 

新しい年の初めにあたり、自分の気持ちを

明るく楽しいものにするには、テロの脅威を

過大評価もせず過小評価もせず多様化・複雑

化した世の中を楽観的にとらえてプラス発想

で対処することが肝要であろうと思います。 

小生は申年ですので今年は７回目の年男に

なります。この年齢にふさわしい生き方を模

索し、皆様方のために少しでもお役に立てる

ことをモットーにして頑張りたいと考えてお

ります。何分のご助言を賜われば幸いです。 

（随想） 
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＜申告書の提出が必要な方の例＞ 

 ◇所得税及び復興特別所得税 

 １．給与所得がある方 

  ○給与の年間収入金額が２,０００万円を超える方 

  ○給与を１か所から受けていて給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が２０   

   万円を超える方 

  ○２か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と 

   給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が２０万円を超える方 

 ２．公的年金等に係る雑所得がある方 

  ○公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し 

   引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。 

 ３．退職所得がある方 

  ○外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書 

  の提出が必要です。 

 ４．１～３以外の方 

 ○各種の所得金額の合計額（譲渡所得や山林所得を含む。）から、所得控除を差し引き、 

  その金額（課税される所得金額）に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額 

  を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。 

（注）上記の１~４にあてはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得 

 との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方などは確定申告書の提出が必要です。 

◇消費税及び地方消費税 

  ○平成２５年分の課税売上高が１,０００万円を超えている事業者の方 

  ○平成２５年分の課税売上高が１,０００万円以下の事業者で、平成２６年１２月末ま 

   でに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方 

 ※特定期間における１，０００万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額 

  によることもできます。 

 ◇贈与税 

  ○平成２７年中に１１０万円を超える財産の贈与を受けた方 

 確定申告が必要なケースの代表例をご案内いたしました。上記以外にも確定申告書の提出が

必要な場合がございます。ご不明な場合は税理士法人担当者まで、お問い合わせください。 

葵総合税理士法人 税務会計部 三宅 由里 

平成２７年分確定申告  

   申告書の提出が必要な方 


